
第 2 回松本市アルプス公園自然活用検討会議の意見 
                       

令和３年１２月１５日（水）13 時 15 分～ 

 

１ 拡張部基本計画について 

⑴ 経過 

  平成 10 年 拡張部策定委員会として設立 

  懇話会も設立 基本設計に携わる 5 年間 

  平成 19 年 委員会中止 消滅  

 ⑵ 共通認識 

 理念・基本テーマ・基本方針・土地利用計画を念頭に 現在の課題、新

規取組みを考えていく。 

   

２ 市長への提言 

 ⑴ 市の考えを説明   

   基本計画について ゾーニングのガイドライン的なものを作成したい。 

 ⑵ ７つのゾーン 

   東入口駐車場、ふれあいの水辺、花の丘、森の入口広場、しぜんかんさ   

つの森、森の里広場、北入口駐車場 

  【内訳】 

  東入口駐車場・アルプス森のかけ橋・ふれあいの水辺・ふれあいの水辺  

  森の入口広場(池、北側）・森の入口休憩所・古民家体験施設・森の里広場 

  養老坂・北入口広場・しぜんかんさつの森・山の神・花の丘・園路・四阿 

   その他(北側全体) 

※ 今後どうしていくべきか 

⑶ ゾーンに対する意見 

  ゾーニングのプラスαの意見（廃止・継続・見直し）利活用 

 

３ 意見について 

⑴【利用計画について】 

・利用計画については、このまま進めて問題ないと認識している。 

・目標となるのが、平成 11 年基本計画 自然環境を活かす。 

     ・基本計画の認識は問題ない。 

   ・教育、芸術、体験をコンセプトに入れ込むのが良い。 

 

⑵【森の入口広場】 

・中心的な存在 

・北側を考えると森の入口休憩所が拠点になる 

・池(ビオトープ)を大切にしたらどうか? 

・池に水を張ると子どもたちが喜び、集客が見込める。 

４



 

 ⑶【PR】 

・案内板が少ない。具体的にその施設で何ができるのかわからない。 

    ・QR コード等の案内。   

・園内全体のマップを各施設に設置。 

    ・イベントを定期的に実施することで周知されてくる。 

    ・対象を誰とするのか。（子ども、学校、大人なのか） 

・現パンフレットは施設だけ取り上げた物になっている。 

     パンフレットの更新が必要。（どんな植物、小鳥等を紹介する。） 

 

⑷【今後の活用について】 

・自然環境の保全の魅力はこれから高めていくべきだと思う。 

    ・自然の魅力だけでは、たくさん人は来ない。（そこで、学校や会社

等の連携）。 

・活性化として若者が自然に集まるイベント 

    ・信州大学と各会社等の交流委員会。 

    ・地域の人を含めたひとつ手法だと思う。 

・日帰り（朝から晩まで）キャンプ体験を。 

    ・防災体験の学び、自然観察の学習、助け合い学び合う北側拡張部。 

    ・電気自動車の活用。 

 ・市役所庁内のＰＲも必要（他の課の事業を実施） 

・ウォーキングの利用が可能ではないか。 

・花の丘を第２の自然観察として利用できるのでは 

 

４ 意見のキーワード  

名前、誰が、（ターゲット）教育、PR、里山、子ども、学び、健康 

 

５ サークル YouTube  

      検索方法：アルプス公園北側拡張部 

検索方法：休日の放課後 
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ゾーン名 整備方針 利用計画 機能

１ 森の入口広場

 拡張部と既開設部の中継地、

拡張部のエントランス空間の創

出。

・拡張部の南端、既開設部との結節点に当たるゾーンを拡張部の入口として位置づけ、公園全体の

案内や自然体験・観察のための各種施設、休息施設を併設したセンター施設を整備

・斜面の窪地や沢を生かしながら、できるだけ地形に沿った広場の整備とし、広いテラスと橋で斜

面に張り出す自然に自然に調和したセンター施設を設置

・センター施設の背後には昔の耕作跡地を利用して、森の管理作業の拠点を整備し、森の材料を利

用した子供たちの工作教室や様々な自然体験教室などを開催

・森の活動案内・情報展示機能（四

季折々の里山の姿を集約展示）

・休憩・交流拠点

・市民活動・自然体験・学習拠点

・樹林等自然環境の維持管理拠点

２ 森の里広場

耕作跡地の平坦地と周辺の雑木

林を活かしたアクティブな活動

空間と、里山風景の演出。

・拡張部の急峻な地形の中で唯一広がりのある平坦な場所であり、耕作跡の石積みやカキ・ウメの

木等が残る場所。これらの要素を生かしながら、かつての山里の風景を再現した広場として整備

・広場の中央部に残るエノキの大木を中心に、古民家を利用した「古民家体験学習施設」と花のあ

る農家の前庭、菜の花やソバなど季節の花に覆われた畑、カキ・ウメ・クリ・クルミなどの実のな

る樹園、樹林など自然の素材を活用した遊び場などを整備して昔なつかしい山里の風景を創造

・急峻な斜面に張り出す広場の地形を生かしながら、北アルプスや安曇平が一望できる眺望ポイン

トも整備

・「古民家体験学習施設」は無料休憩所として利用できるほか、ソバ打ちの体験教室や試食会、季

節ごとの収穫祭も開かれ、地域ならではの伝統文化の伝承も担う施設

・原っぱでのピクニック

・里山の自然体験・観察

・原っぱや林間での遊び

・里の風景観賞とイベント開催

・園路沿いの花による誘導

３ 北入口広場
 北アルプス側の優れた展望を

活かしたサブエントランス。

・松本トンネル取付道路に接する区域の北端部に、収容台数30台程度の駐車場と案内板を設置した

小広場、既存のため池を生かした水辺の休憩広場を整備

・樹林の少ない斜面上の広場として、開放的な空間と北アルプスや安曇野への優れた眺望性に配慮

した北方面からの入口

・地形の改変を避けながら直接「里の広場」に往来できる園路を整備し、登り下りのない歩きやす

い動線設定に配慮

・北側からのエントランス・小駐車

場

・小休憩

・北アルプスへの展望

４ しぜんかんさつの森

 尾根沿いに、生き物たちのた

めの自然豊かで多様な樹林を創

出。自然観察のための若干の施

設導入と自然育成管理。

・現況の尾根道はそのまま残し、動線沿いの林床整理やコナラ・クヌギ林などへの変換を行うこと

により、動物（哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類など）や植物の多様な生息生育環境を創造

・施設的には、尾根の斜面に張り出す小さな展望デッキや、野鳥観察が可能な小広場、昆虫観察が

できる樹林や草地、峠の休憩広場など必要最小限の整備

・自然観察・ふれあい・散策

・尾根沿いの小休憩・展望

 （辻広場。峠の広場）

土 地 利 用 計 画
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ゾーン名 整備方針 利用計画 機能

５ 花の丘
 東側小丘陵の緩斜面を活かし

た花の拠点。

・丘陵地の緩斜面を活かし、既存のカスミザクラをはじめとする花木やヤマツツジなどの低木、山

野草の草花など季節の花が美しく咲く拠点として整備

・森の入口広場からは、幹線動線の連絡で往来をし易くし、丘の中央部に残るホウノキは、広場を

特徴づけるランドマーク（景観を象徴する要素）として位置づける。また、東入口駐車場からも見

渡すことのできる緑の中に映える季節の花空間を演出。

・新たな花見・ピクニックの拠点

・季節の花木の観察

・展望と手軽な散策コース

６ いきものふれあいの水辺
 沢沿いの湿地帯を活かした、

水の自然観察空間の創造。

・公園内では唯一残る谷間の小さな沢と水田跡地を活用して、水辺の自然観察や散策のための空間

を整備

・沢の水を保全しながらホタルや水生生物が住める流れを再生し、流れ沿いに自然観察のための園

路を整備

・水田跡は現況の地形を生かしながら、ハナショウブや湿地性の植物を集めて楽しみながら散策で

きる水辺

・水辺に連続する山裾の樹林に関しても、生物にとって良好な生息生育環境としてのつながりが保

てるように樹種の転換などを含め、保全・育成に努力

・ホタルやトンボ、など水辺の生き

物の観察

・湿地の植物の観察・観賞

・水辺の散策

・流れの浄化

７ 東入口駐車場
 アルプス公園の中央に位置す

る緑陰駐車場。

・拡張部の東側に接する小丘陵を、アルプス公園全体の中央駐車場として５００～６００台収容の

駐車場として整備。

・公園との間に、水辺の広場から続く谷があるためこれを渡る連絡橋を整備して、新しい入口のシ

ンボルを形成。また、駐車場のまわりは、既存林を残しながら季節の草花を植栽して、花と緑に囲

まれた魅力ある空間の創出。

・緑と舗装面の共存する駐車場

・既開設部と拡張部への新たなエン

トランス空間

８ 散策道

・7ヶ所の利用区域は、それぞれが散策路で連絡して一周3㎞の拡張する動線上に設定

・小規模な耕作跡の一部や動線沿いの疎林の林床を利用して、季節の山野草が一面に咲く花畑を整

備するほか、休憩広場や遊びの小空間を点在させて、全ての利用者が散策を楽しめる空間つくり
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空間整備イメージ 対象ゾーン

 既存林の中に細園路を通し散策ルートを設定し、各所に自然の

野鳥・小動物等が観察できるポイントを設ける。また、環境学習

の場としての活用や、市民参加による樹林地整備も可能

森の入口広場

いきものふれあいの森

既存林を整備し、草地を主体とした広場を整備する。野草は草刈

り頻度や日照調整によってコントロールし、在来種のみの野草と

する。

薬草園

里山体験

樹林管理(下草刈り、間伐）、きのこ栽培（ほ

だ木づくり）、そば栽培、そば打ち、草木染

め、竹細工、木工芸、山菜つみ、バーベ

キュー、木の実ひろい、お月見、農作業、民

話・怪談話、ツル編み、炭焼体験、リンゴ狩り

既存林を整備・活用し里山の風景を演出した広場
森の里広場

自然体験のための広場空間

在来種を中心としたサクラやツツジ等の花木を植栽した広場
花の丘

周辺地域で見られる野草を収集し観賞できるように整備する。

自然観察ルート

散策路

いきものふれあいの森

水辺観賞 水辺を歩く・遊ぶ、水生植物をみる
現況のせせらぎに親水性をもたせ、散策ルートを設定する。

また、水生植物スポットを設けることも可能
いきものふれあいの森

情報収集 緑化情報収集、緑化相談、園芸講座開催 緑化に関する情報提供拠点として整備 森の入口広場

スポーツ ウォーキング、フィールドアスレチックをする 現況地形・既存林を有効利用し整備する
園路

トリムスポット

休憩 休憩する、展望する
園路沿いに休憩スポットを設ける。また、展望ポイントには地図

サイン等も設ける
休憩広場、展望広場、四阿

各ゾーンと利用・体験メニュー

利用・体験メニュー

観賞 草花観賞、花見

自然観察
野鳥観察、昆虫採集、植物観察、動物の足跡観

察、樹林地整備、野草観察
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緑地保全活用の方向性
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各ゾーンの緑地保全活用の方向性 

 

各ゾーンの緑地保全の方向性の設定にあたっては、目標とする環境の設定が必要である。 

 目標とすべき環境（植生）は、各ゾーンとも地域の生態系としての機能をもち、動植物の生息生育環境としての役割を担

うことから、計画地周辺に従来あるべき自然環境を基盤とする。 

 また、目標とする環境の創出に当たっては、各ゾーンの現況の特性を活用しながら形成を図り、維持していくことが求め

られる。これらをふまえ、各ゾーンの緑地保全の方向性を以下のように設定する。 

 

 

Ａ 景観保全ゾーン（樹林）【赤】 

 拡張部の稜線を形成する良好な樹林地景観を保全するゾーンである。 

 アルプス公園の稜線を形成するアカマツ等の樹林を保全して、地域の特色ある緑、健全な樹林を保護育成する。 

 目標とする環境(植生)は、基本的には現況の植生とし、自然の遷移に委ねた管理で維持する。 

 

Ｂ 環境保全ゾーン（樹林）【青】 

 拡張部の自然環境の骨格となる樹林を保護・育成するゾーンである。  

 自然度の高い樹林を保護・育成し、地域の特色ある緑、動植物のたような生息生育環境を形成する。 

 計画地周辺の潜在自然植生である森林植生を目標とし、自然の遷移に委ねた管理で維持する。 
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Ｃ 里山環境再生ゾーン（樹林）【緑】 

 里山の風景を形成する雑木・花木等、魅力ある樹林を創造するゾーンである。 

 既存林の伐採更新や下草刈りなど適切な管理を行い、里山の基盤形成、動植物にとって多様な生息生育環境の保全を図る。

 かつて定期的に管理されていた雑木林を主な目標植生とし、良好な状態で維持管理していく。 

 

Ｄ 生物多様性ゾーン（水辺・湿生林・疎林）【オレンジ】 

 湿生林を含む水辺や、疎林、林緑植生等、動植物の多様な生息生育環境の形成を図るゾーンである。このゾーンは主に現

況の立地環境に対応した小動物の生息環境の形成を図る。 

 

Ｅ 公園活用ゾーン【ピンク】 

 開発への許容度の高い植生を活用し、広場や公園施設を整備するゾーンである。 

 現在生育する象徴的な植物の保全を図りつつ公園利用に必要な施設の整備を行うとともに、動植物との身近なふれあいの

場を創出する。 

 既存樹木、既存林を残し周辺環境に調和した空間（植栽地）の形成と、小動物の生息、誘致を図り環境創出を図る 

 一般的公園の植栽地の管理手法や耕作地周辺の管理手法を採り、形成された環境を維持していく。 
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項目 意見

土地利用計画
・SDGsを学び実践につながる、大切な場所。SDGsは13（気候変動に具体的な対策

を）と15（陸の暖かさも守ろう）

各ゾーンと利

用・体験メ

ニュー

・「教育・体験・癒し・憩い・芸術」といった今の時代のキーワードを盛り込みた

い、また出来れば「循環型の活用」というキーワードも入れたい。

・現状は里山ではないので、里山に戻すプログラムが必要

緑地保全活用

の方向性

【景観保全】

・アカマツが松枯れで枯れているので、その処分を適切に行う必要がある。

・ニセアカシアの伐採等の管理作業が必用である

【里山環境再生ゾーン】

・ニセアカシアが多いので、コナラ・クヌギ林への転換を行う

・里山として手入れが出来ていない

【生物多様性ゾーン】

・生き物の保全に注意を払い、環境保全に努めてほしい

目標植生図

・かなり専門知識が必要であり、またその知識に基づいて描かれている。

・現存するニセアカシア林を、当地の潜在自然植生に変換しようとしているのが主

となっている。

・現状とかけ離れている箇所は見直しが必要（例：花の丘の果樹林等）

メーリングNo.1 No.2
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管理運営委員(案）

団体

団体

団体

団体

団体

管理運営委員の役割

⑴ 活動方針の設定

⑵ メニューの立案・実施

⑶ 年間スケジュールの作成

⑷ 人材の確保

広報・宣伝

⑴ マスメディアの活用 公園緑地課

⑵ インターネットの活用(HP） ＴＯＹＢＯＸ

⑶ 口コミの活用 （SNS等） ＴＯＹＢＯＸ・各団体

⑷ 企業の活用 各業者とのタイアップ

市
市民

管理運営委員

指

定

管

理

者

計画書審査
計画書提出

意見交換

ボランティア募集

広報宣伝

行

為

申

請

行

為

申

請

・

許

認

可

助言・指導
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項目 意見

ＰＲ

広報の戦略として

・ 情報発信に⾧けている団体

・ 専門的に検討する組織

・既存媒体を活用、現代の実情に合った情報発信

 （HP・ツイッター・Ｌｉｎｅ）

・UGC(User Generated Content：個人のSNSの投稿、写真、ブログなど発信コンテ

ンツ)を増やす仕掛け

 「＃北側拡張部」北側で撮影したことが分かるものを明示

・公園利用者へPR

・広報まつもとの活用（ＳＮＳ情報を掲載）

・公園掲示板に活動情報を掲示

指 定 管理
者

・問い合わせ窓口を明確

・イベントコーディネーターの創設

・市と指定管理者の役割を明確化

・指定管理者の活動内容を明確にし、その検証、提案をする組織

ボランティ
ア団体

団体

・①維持管理を支援する。

・②付加価値を高める。

・③単に利用して何かをする

・①、②登録制度・・・要件を明確に

・団体が公園に関わる意義、利点を明確に示す。

・新たに公園に関わって活動する（緩い）市民組織の設立

参加のしやすさを体制に反映

・市、指定管理者、会議の役割を明確にし、利用、活動しやすい雰囲気

メーリングNo3（組織について伺ったもの）
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アルプス公園北側の管理運営組織について（土田勝義） 

1． 利活用を進めるために管理運営組織が必要。関係者によって管理運営組織を作る。この

場合、市民参加型の組織とする。なお南側についてはどう関与するかは当面不問。 

2． 組織案は以下の通りいくつかある。資料参照。 

① 烏川渓谷緑地方式（県立） 

県、市、指定管理者、参加する団体・個人（会員制）からなる 3 者によって市民会

議を作る。ここでは指定管理者（事務局：公園財団でかなりの専門性を持っている）

が主体。 

  ②横浜自然観察の森方式（市立） 

   市、指定管理者、友の会（会員制）からなる 3 者による。ここでは友の会が主体だが、

指定管理者（事務局）に専門性を持ったスタッフをそろえている（日本野鳥の会）。 

  ③アルプス安曇野国営公園方式（国立） 

   国、指定管理者、市民ボランティア・サポータが関与するが、主体は指定管理者でか

なりの職員数と専門性を持っている。 

  ④松本市案 

   市、指定管理者、参加する団体・個人、管理運営委員会からなる組織で、管理運営委

員会が主体となっている。管理運営委員の選定は未定。 

3．組織の構成はどこも大体同じであるが、どこが主体であるかが異なる。 

4．指定管理者を主体とする場合は、相当のスタッフ数と、専門性、経験が必要。それなり

の予算が必要。選定はプロポーザルによる競争入札が一般。 

5．松本市案の場合参加する団体、個人の募集、選定をどうするか検討する。現在は市民が

参加する場がないので、このような組織で市民に参加してもらう。 

6．参加する団体、個人とは、当地で自然観察会をはじめ各種事業等の企画、開催、助言、

指導、講師等ある程度専門的知識を持っていて、ボランティアで行ってもらう人たち。

会員制、登録制など一定の枠が必要。一定の名称が有ればよい。例えば、アルプス公園

パークボランティア、インストラクター、サポートボランティア、レンジャーなど。 

なお、上記をサポートしてくれる一般の人は市民ボランティアとして事業に参加して

もらえる対応をする（登録制？）。 

なお、必要に応じて外部からの指導、講師などもボランティアで臨時的に参加すること

もある。 

7．参加する団体・個人は、市民対象に自然観察や、その他の事業に関する研修会を開催し、

それぞれの分野でのインストラクター資格（いろいろな呼び名がある。マイスター制度

とか）をとってもらい、またその人たちに講師や指導をしてもらえる制度を設け輪を広

げていく。 

8．管理運営組織の参加者のそれぞれの役割は、上記の組織事例などによって異なる。また

どこに主体をおくかは、それぞれの参加者の能力と対応力の考察が必要であり、検討
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が課題である。 

9．管理運営組織ができたら、総称する名称をつける。～会議とか。 

10．類似の近隣の里山自然公園、すなわち烏川渓谷緑地公園、すなわち烏川渓谷緑地公園、

アルプス安曇野公園（２箇所）、⾧峰山公園など、安曇野を取り巻く、東、西山麓の施設と

相互に連携し、プログラムの共有、協働等により共に誘客を図る（ネットワーク化）。将来

は地域を拡大して、白馬五竜高山植物園、大峰高原、鷹狩り山公園、大町山岳博物館、バロ

ウ高原、塩嶺高原その他松本平一帯の里山公園とも連携を図る。 

11．今回の検討会議では、組織の概要、ありかた、枠を検討するだけでよいのではないか。

具体的な役割などは、次期で検討すればよいと思われる。 
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【維持管理、利活用等に関するグループ活動】

グループ名 活動内容 人数
森林 森林作業（間伐、枝打ち、ササ刈りなど） 9名
保全チーム 催事実施（間伐体験学習会など） （平成22年12月現在）

植物班 植物調査（開花調査、樹木調査など） 9名
催事実施（カタクリ観察会など） （同上）

事務局
活動に関する諸業務の実施
上記各内容について、会場・道具・資材等の準備、片付け、講師等の依頼

　会員が行う活動には、グループによる活動もあります。現在、以下のグループが活動していま
すが、会員以外の参加も認めています。
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項目 意見

市民ボラン

ティア

サポーター

・市民の参加により開かれた運営・活動を行うことは重要

・参加するのは、松本市民だけでなく関係人口を増やすため広く参加を促す市民参

加条件はあってもよいが、ハードルの低い条件とする

・市民参加の要素を取り入れるのはとても良い

・「自然観察」以外の用途を柔軟に考えてほしい

・市民参加型は、利用者である市民の意見を反映しやすいため賛成

組織に求め

るもの

・中⾧期的に専門性を持った人材を育成する体制づくり

・時間をかけて理想の体制を目指すかたち

・イベントのコーディネータ―を創設・募集

活動につい

て

・現地に常駐する指定管理者には負担がかかるが、三位一体の考えと責任で活動を

していく。

・それぞれの役割をしっかりと定義することが活動をするうえで重要

・市と指定管理者の役割を明確化しておく必要がある。

・会議が主体だと活動しやすい

・指定管理者が主体であると活動しやすい

その他
・参加のしやすさを体制づくりに反映していく

・新しい取り組みや活動が行いやすい体制づくりと雰囲気づくりが必要

メーリングNo4（土田座⾧の意見を受けて）
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項目 意見

ＰＲについ

て

・利用者がPRをしてくれるコンテンツを作ること。

・たくさん人が訪れる場所へパンフレット・パネルの設置。

・電子媒体に触れることができない、あるいは利用しない市民がいることも考慮し

なくてはいけない。

・北側拡張部分の情報は少ない、情報の更新もされていない。毎月、開催イベント

や情報を掲載することが必要。

指定管理者

の役割につ

いて

・公園を一番よく知っている指定管理者が窓口としてかかわってもらい、様々な役

割を担って欲しい。

・指定管理者の権限等の再整理を行い、ワンストップで指定管理者の判断で決定、

対応できる事項が明確になると、公園利用者は便利である。

・管理や運営まで全て指定管理者に任せることは、公園管理としては楽な対応であ

るが、費用にしても市レベルの予算では無理であり、県や国レベルの多額な予算が

必要である。

ボランティ

ア団体の活

動について

・環境教育、自然体験。

・伝統的な生活・風習や産業（例：炭焼き、養蚕）に関わる技術等の伝承。

・アルプス公園の事業に主体的にかかわるボランティア団体・個人は基本的に無償

行為とする。

・公園を次世代につなげるために、ボランティア参加してくれる人が増えることを

願う。

その他

・公園来訪者の増加は目標でなく、指標の一つであること。

・フューチャーデザインにより基本計画や事業計画等を検討する場があると良い。

メーリングNo5（No4の組織等の意見を受けて)
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組織図（案）
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管理運営委員の役割

⑴ 活動方針の設定

⑵ メニューの立案・実施

⑶ 年間スケジュールの作成

⑷ 人材の確保

指定管理者の役割

１ PR 広報

 ⑴ メディアの活用

 ⑵ インターネットの活用

 ⑶ SNSの活用

 ⑷ 企業とのタイアップ

２ 受付業務

 ⑴ 公園利用者（市民）のボランティア参加

 ⑵ 公園利用者の占用使用届業務

３ 案内業務

 ⑴

４ 事業の相談

 ⑴ 専門員の配置

５ 公園維持管理

市民ボランティアの役割

（コーディネーター）

１ ボランティア団体の先導

２ 専門性のある方の配置（募集？）

３ 年間計画策定

４ ガイド（自然、昆虫、鳥）
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